
改正前 改正後

　（配偶者出産時育児休暇）
第20条の２　配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間
（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後
８週間を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係
る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む｡）
を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当
であると認められる場合は、当該職員の請求により、５日を超えな
い範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

　（配偶者出産時育児休暇）
第20条の２　配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週間
（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日以
後１年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係
る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む｡）
を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当
であると認められる場合は、当該職員の請求により、５日を超えな
い範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

　　　附　則
　この条例は、令和４年10月１日から施行する。
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